
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２６日（水）１年生は校外学習に出かけました。場所は「いのちのたび博物館」「スペースラ

ボ」です。校長先生は出張先から駆け付けたのですが、１年生はスペースラボを出発するところで

した（残念！）。先生方からは、「時間をきちんと守れた」「班を崩すことなく行動できた」「一生懸命

に作業（化石発掘）に取り組み、見学ではメモを必死にとっていた」など、１年生が「主体的な活動

であった」ことの報告を受けました。さすが体育大会で成長した１年生です。このあと、ゆめみらい

ワーク（西日本総合展示場）、英語村体験学習があります。ぜひ、この経験を生かし、「自分たちで

考えながら」有意義な体験活動を続けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

２ 水 
生徒会新旧交代式 
🌻ひまわり学習塾 

１８ 金 
期末考査（３日目）技家・社会・保体 
避難訓練 

３ 木 文化の日 ２１ 月 暴力団排除教室（５校時） 

４ 金 
学習定着度テスト（３年） 
🌻ひまわり学習塾 

２３ 水 勤労感謝の日 

２５ 金 
英語村体験学習（１・２年） 
※２年生は午後スペースラボ体験 
🌻ひまわり学習塾 ５ 土 

ソフトテニス市内大会（三萩野） 
まつり起業祭（～６日） 

９ 水 
教育相談① 
🌻ひまわり学習塾 

２８ 月 
代議・専門委員会 
文化活動発表会取組開始 

１０ 木 
ゆめみらいワーク（１・２年） 
教育相談② ３０ 水 

自転車安全教室（５校時） 
環境首都検定取組（６校時） 
🌻ひまわり学習塾 

１１ 金 
教育相談③ 
🌻ひまわり学習塾 ※行事は変更になる場合があります。 

 体育大会は全校一丸となってすばらしい大会
になりました。市民センターでも尾倉中の体育
大会の話でもちきりでした。 
 １１月は期末考査があります。特に、３年生に
とっては入試に関わる最後の定期考査となり
ます。勉強の成果を十分発揮してください。 
 １・２年生も勉強に手を抜かず頑張りましょ
う。「できる、できない」ではなく、「やるかやら
ないか」です。 
 文化学習発表会の取組も始まります！ 

１４ 月 教育相談④ 

１５ 火 
教育相談⑤ 
職員会議等（給食後下校） 

１６ 水 期末考査（１日目）数学・理科・美術 

１７ 木 

期末考査（２日目）国語・音楽・英語 
１年➡国語・音楽・英語 
２年➡国語・英語・音楽 
３年➡英語・国語・音楽 

 

 

北九州市教育委員会新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課よりマスク着用の考え方に関し、更なる周知を図るために、「マスクの着用に関

するリーフレットについて」の通知がありました。 

学校におけるマスクの着用の考え方についてはこれまでと変わりませんが、下記留意事項、裏面

リーフレットを活用するなどして、学校において活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスク

の着用が行われるよう生徒に指導を行っていきたいと思います。ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

① 留意事項（マスクの着用について） 

〇十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと。 

〇体育の授業、運動部活動の活動中、登下校の際には、感染症対策上の工夫や配慮を行いなが

ら、生徒等に対してマスクを外すよう指導すること。 

様々な理由からマスクの着用を希望する生徒に対しても、個別に声掛けを行うなどの配慮をして

いきます。その場合にも、感染症対策・熱中症対策を適切に講じていきたいと考えています。 
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＜学校教育目標＞ 
豊かな心をもち、健やかでたくましく行動する生

徒の育成～みんなで考え、みんなで取り組み、みん
なでつくる尾倉中学校～ 
＜目指す生徒像＞ 
① 感性豊かで、意欲的、主体的に学習する生徒 
② 健康で明るく、思いやりのある生徒 
③ 礼儀正しく、奉仕の精神に満ちた生徒 
◇ 元気のいい挨拶・礼儀・身なり・学習規律と集団
生活における規律とマナー 

尾 倉 
お ぐ ら ＜校訓＞ 

自主 
創造 
協力 

１年生校外学習（いのちのたび博物館・スペースラボ） 

 

校外学習とは、学校では体験できないことを校外で体験することを意味しています。学校の外で

テーマに添った学習を学ばせて、知識や技術を習得させることという意味合いもあります。自然が

溢れる場所や今回のように科学が学べる環境に触れながら集団規律を学ばせる目的もあります。

普段は学校で教わらないような体験型学習を生徒にさせるのが校外学習の目的です。この校外学

習で生徒を太陽の下で伸び伸びと活動させて、自然や施設と触れ合って学びに繋げていきます。 

１１月行事をお知らせします！ 

 

マスクの着用について（文科省通知より） 

 


